
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

自動支払精算機

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　入院患者が病室内のＴＶ及び冷蔵庫等の有料機器を利用する際に使用するＩＣ
カード（料金徴収用）に、度数購入及び残度数精算を行う機械である。
　度数購入　：病院から支給されたカードを差込み、紙幣を投入すると金額相当分
　　　　　　　の度数が書き込まれる。
　残度数精算：残度数に相当する金額が精算される。

○構造、仕様、意匠
　電源：ＡＣ１００Ｖ，５０／６０Ｈｚ
　外観形態は自動販売機と類似。電熱装置、冷却装置、放電灯及び液体収納装置
は有していない。
　
○ 主な使用者、販売先
病院等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「自動販売機」として取
り扱う。

（理由）
　有料機器の利用権の有償譲渡及び精算をするものであり、電熱装置、冷却装置、
放電灯及び液体収納装置を有しないことから、特定電気用品以外の「自動販売機」
として取り扱うのが妥当と判断する。


